
第 50回 朝来市国民健康保険運営協議会 会議次第 

 

日 時 令和８年５月 28日（木） 

午後３時 00分～午後４時 30分 

場 所 朝来市役所４階 401・402会議室 

                              

１ 開会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 委員・職員の紹介 

 

 

４ 会議の成立確認 

 

 

５ 会議録署名委員の指名 

 

 

６ 諮問 

  諮問第７号 令和８年度朝来市国民健康保険税の賦課方法について 

 

 

７ 報告 

報告第４号 令和７年度朝来市国民健康保険特別会計決算(見込)について 

 

 

８ 審議 

  議案第３号 令和８年度朝来市国民健康保険税の賦課方法について 

 

 

９ 閉会 



諮問第７号           

 

令和８年５月 28日 

 

朝来市国民健康保険運営協議会 

会長 北 垣 利 晃  様 

 

 

朝来市長 藤 岡  勇  

 

 

令和８年度朝来市国民健康保険税の賦課方法について 

 

令和８年度朝来市国民健康保険税の賦課方法について次のとおり諮問します。 

 

 

記 

 

１ 令和８年度朝来市国民健康保険税の賦課方法について 

 

 

 

【要旨】 

  国民健康保険税の適正賦課を行うため、賦課割合を別紙１のとおり定めようとす

るものです。 

  



別紙１ 

 

 

令和８年度朝来市国民健康保険税賦課割合（案） 

 

令和８年度 

応 能 割 応 益 割 

４８．４％ ５１．６％ 

所得割総額 均等割総額 平等割総額 

４８．４％ ３４．９％ １６．７％ 

    

 

 

 

 

令和７年度    

応 能 割 応 益 割 

４９．０％ ５１．０％ 

所得割総額 均等割総額 均等割総額 

４９．０％ ３４．１％ １６．９％ 

    

 

 

 

 

 

 

  



報告第４号 

 

   令和７年度朝来市国民健康保険特別会計決算(見込)について 

 

 令和７年度朝来市国民健康保険特別会計決算(見込)について報告します。 

 

 

令和８年５月 28日 

 

 

 

 

朝来市長 藤 岡  勇  

 

 

 

（内容） 

 

別紙「令和７年度朝来市国民健康保険特別会計決算見込書」のとおり。 

 

  



令和８年度　朝来市国民健康保険

 運 営 協 議 会 資 料

令和8年5月28日

市民生活部市民課



◆被保険者数の減少と構造変化

◆医療費の大幅な増加

◆決算見込みによる財政状況

◆保険料率の段階的な統一

医療分
後期分
介護分
子ども分

合計
所得割
均等割
平等割

朝来市国民健康保険の現状と令和８年度の保険税賦課割合について

　国民健康保険の被保険者数は減少が続き、後期高齢者被保険者数や人口に占める割合は年々上昇しており、元年度
の19.3%から7年度には22.4%へ拡大するなど、高齢化が進行しています。

　令和７年度決算見込みでは、財政調整基金から39,000,000円を取崩し、余剰金のうち10,000,000円を積み立て、年度
末の基金残高見込みは249,982,692円となります。

　令和７年度の一人当たり医療費は前年度比8.84%増（40,816円増）の502,471円となり、全体的な増加傾向が続いていま
す。特に入院費用の伸びが顕著であり、医療技術の高度化等を背景に今後も増加が見込まれます。

　令和12年度の保険料水準統一に向け、標準保険料率に基づく賦課割合へ近づける見直しをすすめ、令和８年度は所
得割を下げ、均等割を上げる調整を行い、段階的に差を解消していく計画です。

備考項目

2,900 円
112,400 円 117,400 円

令和７年度 令和８年度
59,900 円 60,800 円
24,300 円 25,000 円
28,200 円 28,700 円

16.7%

１人当たり保険料額

賦課割合

前回の会議（R8.2月開催）で
決定した項目

今回の会議で諮問する項目
49.0% 48.4%
34.1% 34.9%
16.9%



若　　人 未就学児 前期高齢者

（7歳～64歳） （0歳～6歳） （65歳～74歳） 【内訳：65歳～69歳】 【内訳：70歳～74歳】

　元年度 30,076 5,792 2,876 153 3,350 1,552 1,798 6,379 1 6,380 △ 4.92

　２年度 29,525 5,638 2,764 135 3,385 1,444 1,941 6,284 0 6,284 △ 1.51

　３年度 28,971 5,598 2,572 137 3,392 1,400 1,992 6,101 0 6,101 △ 2.91

　４年度 28,516 5,673 2,447 138 3,197 1,283 1,914 5,782 0 5,782 △ 5.23

　５年度 28,022 5,845 2,350 105 2,942 1,163 1,779 5,397 0 5,397 △ 6.66

　６年度 27,526 5,947 2,275 90 2,778 1,111 1,667 5,143 0 5,143 △ 4.71

　７年度 27,056 6,050 2,253 82 2,623 1,079 1,544 4,958 0 4,958 △ 3.60

被 保 険 者 数 推 移

合　　計 退職者数 総合計
前年度比

(%)

（各年度末数値）

総人口
後期高齢

者数

国民健康保険被保険者（一般） 国保（退職含む）総合計

6,380 
6,284 

6,101 

5,782 

5,397 

5,143 

4,958 

5,792 

5,638 5,598 
5,673 

5,845 
5,947 

6,050 

4,800

5,000

5,200

5,400

5,600

5,800

6,000

6,200

6,400

6,600

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

被保険者推移

国保被保険者 後期高齢被保険者

元年度

２年度

３年度

４年度

５年度

６年度

７年度

21.2%

21.3%

21.1%

20.3%

19.3%

18.7%

18.3%

19.3%

19.1%

19.3%

19.9%

20.9%

21.6%

22.4%

59.5%

59.6%

59.6%

59.8%

59.8%

59.7%

59.3%

保険者別被保険者割合

国保被保険者 後期高齢被保険者 社会保険等



総額 対前年比 0～64歳（再掲）65～69歳（再掲）70歳以上（再掲）

元年度 2,011,518,871 1.38 671,333,455 503,442,064 836,743,352 1,574,965 △ 61.74 2,013,093,836 0.54

２年度 2,021,951,330 0.52 666,416,447 459,121,689 896,413,194 14,427 △ 99.08 2,021,965,757 0.44

３年度 2,108,315,696 4.27 684,883,532 456,481,145 966,951,019 0 △ 100.00 2,108,315,696 4.27

４年度 1,922,413,747 △ 8.82 606,969,155 430,353,370 885,091,222 0 ― 1,922,413,747 △ 8.82

５年度 1,845,930,846 △ 3.98 619,706,403 389,025,525 837,198,918 0 ― 1,845,930,846 △ 3.98

６年度 1,800,288,802 △ 2.47 595,869,560 416,481,338 787,937,904 0 ― 1,800,288,802 △ 2.47

7年度 1,837,162,196 2.05 579,673,477 420,719,788 836,768,931 0 ― 1,837,162,196 2.05

　※　不当利得・第三者行為の返金分を減じた額（各年事業年報数値）

朝来市国民健康保険医療費の推移（保険者負担ベース）

一般被保険者
退職被保険者 総合計

総合計
対前年

比

（単位：円）

退職対前
年比
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一般被保険者療養給付費推移

0～64歳 65～69歳 70歳以上 退職

0～64歳 65～69歳 70歳以上

150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000

７年度

６年度

５年度

４年度

３年度

２年度

元年度

高額療養費の推移

一般 退職

年　度 一　　般 退　　職 計 対前年度比
元年度 288,425,820 73,374 288,499,194 △ 0.96
２年度 306,850,333 0 306,850,333 6.36
３年度 328,548,841 0 328,548,841 7.07
４年度 276,985,934 0 276,985,934 △ 15.69
５年度 273,013,452 0 273,013,452 △ 1.43
６年度 284,093,207 0 284,093,207 4.06
７年度 292,120,795 0 292,120,795 2.83

高額療養費の推移



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

入院 108,749 114,543 123,602 101,995 101,370 97,366 102,765 入院 164,672 179,788 197,542 170,020 178,060 183,816 207,270

入院外 99,478 92,417 94,087 91,518 85,735 86,064 84,041 入院外 150,633 145,059 150,370 152,556 150,597 162,479 169,507

その他（歯科、
薬剤等）

66,724 68,169 68,681 67,417 63,682 61,105 62,319
その他（歯科、

薬剤等）
101,035 106,999 109,766 112,380 111,861 115,359 125,694

合計 274,951 275,129 286,370 260,930 250,787 244,535 249,125 合計 416,341 431,846 457,679 434,956 440,518 461,655 502,471

医療費（10割）の推移 一人当り医療費の推移

単位：万円 単位：円
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元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 R6順位

兵庫県 399,171 390,197 416,281 426,137 439,251 444,421 －

朝来市 416,341 431,846 457,679 434,956 440,518 461,655 20
豊岡市 376,880 371,321 387,738 400,696 425,541 436,378 34
養父市 456,724 455,431 466,906 479,761 486,550 466,914 15
香美町 376,292 384,578 409,830 427,701 459,383 469,203 14
新温泉町 382,697 413,683 438,704 467,857 483,295 484,123 9
丹波市 432,951 433,808 445,187 480,526 452,480 451,691 27
神河町 458,174 447,898 504,074 494,938 515,704 505,447 2

※　各年医療費総額（療養費含む。）を平均被保険者数で除した数値
※　一般、退職の総額

（速報値）
朝来市の令和７年度一人当たり医療費は・・・

　これは・・前年度比　40,816円（8.84%）の増！

　－朝来市国保の医療費の現状－

502,471 円

一人当たり医療費の推移

　令和７年度の医療費の状況を見ると、保険給付費の総額で前年度比36,873,394円（2.05％）増となり、３年ぶりに増加
に転じた。被保険者数が減少しているが、一人当たり医療費の比較でみると前年度比40,816円（8.84％）増加している。
　さらに、一人当たり医療費を区分別に前年度と比較すると、入院に係る医療費は12.61％、通院に係る医療費が
4.33％、歯科や薬剤などが8.96％とそれぞれ増加している。
　全体に増加傾向にあるが、特に入院に係る医療費の増加が大きいことが、一人当り医療費の増加の要因と考えられ
る。
　また、令和元年度以降の一人当たり医療費の推移を見ると、令和４年度はいったん減少したものの、令和元年度と比
べ86,130円（20.69％、年平均3.45％）増加しており、昨今の医療技術の進歩・高度化、高額薬剤の登場といった状況を
勘案すると、今後も引き続き増加傾向になることが想定される。
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元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 R6順位

兵庫県 94.14% 94.83% 95.09% 94.64% 94.84% 94.41% －

朝来市 93.57% 94.33% 95.11% 94.90% 95.67% 95.92% 18

豊岡市 94.69% 95.57% 95.53% 96.15% 96.04% 95.68% 22

養父市 95.90% 95.86% 96.56% 96.50% 96.91% 96.26% 14

香美町 97.99% 98.47% 99.09% 98.70% 98.53% 98.68% 2

新温泉町 95.58% 96.71% 96.59% 97.39% 97.84% 98.62% 3

丹波市 96.01% 96.43% 96.57% 96.53% 95.87% 96.63% 12

神河町 96.43% 96.74% 96.40% 96.09% 95.64% 97.12% 7

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 R6順位

兵庫県 34.1% 30.9% 33.0% 34.2% 34.1% 35.1% －

朝来市 39.7% 40.4% 42.7% 43.7% 44.1% 45.2% 11

豊岡市 46.3% 36.5% 42.1% 44.5% 43.7% 44.7% 12

養父市 41.9% 41.6% 41.0% 41.3% 42.3% 45.8% 8

香美町 46.7% 45.1% 47.6% 47.5% 49.4% 51.4% 2

新温泉町 44.1% 41.6% 45.9% 47.9% 47.2% 49.9% 3

丹波市 41.4% 29.7% 30.8% 37.2% 40.1% 40.3% 18

神河町 45.5% 42.8% 45.1% 45.9% 50.1% 51.5% 1

＜保険税収納率（現年課税分）の推移＞

※　一般、退職の総額

＜特定健診受診率の推移＞

※法定報告の数値
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（単位：円）

年度当初 年度内 決算剰余 決 算 時

基金残高 積立金 積 立 金 基金残高

平成17年度 497,440,793 396,205 0 81,000,000 578,836,998
平成18年度 578,836,998 2,579,523 50,000,000 40,000,000 571,416,521
平成19年度 571,416,521 7,931,418 40,000,000 55,000,000 594,347,939
平成20年度 594,347,939 7,073,123 100,000,000 43,000,000 544,421,062
平成21年度 544,421,062 2,889,470 75,000,000 43,000,000 515,310,532
平成22年度 515,310,532 1,890,343 130,000,000 16,000,000 403,200,875
平成23年度 403,200,875 1,638,264 160,000,000 55,000,000 299,839,139
平成24年度 299,839,139 610,411 100,000,000 60,000,000 260,449,550
平成25年度 260,449,550 347,464 150,000,000 60,000,000 170,797,014
平成26年度 170,797,014 353,147 89,000,000 80,000,000 162,150,161
平成27年度 162,150,161 232,132 120,000,000 3,000,000 45,382,293
平成28年度 45,382,293 114,763 45,000,000 500,000 997,056
平成29年度 997,056 647 0 91,000,000 91,997,703
平成30年度 91,997,703 21,301,164 0 80,000,000 193,298,867
令和元年度 193,298,867 130,864 0 24,000,000 217,429,731
令和２年度 217,429,731 235,679 19,000,000 17,000,000 215,665,410
令和３年度 215,665,410 143,512 34,000,000 25,000,000 206,808,922
令和４年度 206,808,922 109,534 0 17,000,000 223,918,456
令和５年度 223,918,456 164,534 0 46,000,000 270,082,990
令和６年度 270,082,990 347,140 29,100,000 37,000,000 278,330,130

令和７年度 278,330,130 652,562 39,000,000 10,000,000 249,982,692
令和８年度（予算） 249,982,692 968,000 64,365,000 0 186,585,692

国民健康保険財政調整基金の状況（推移）

基金取崩額



A B C D E

医療分 後期分 介護分 子ども分 平均 R8 R9 R10 R11 R12

所得割 45.66 45.73 47.71 45.44 46.14 49.00 2.87 0.6 48.40 47.80 47.20 46.60 46.00

均等割 38.39 38.35 36.92 38.69 38.09 34.10 -3.99 -0.8 34.90 35.70 36.50 37.30 38.10

平等割 15.95 15.93 15.37 15.87 15.78 16.90 1.12 0.2 16.70 16.50 16.30 16.10 15.90

比較

医療分 900 円

後期分 700 円

介護分 500 円

子ども分 2,900 円

合計 5,000 円

所得割 -0.6%

均等割 0.8%

平等割 -0.2%

朝来市賦課割合（R8以降は毎年見直す）

28,700 円

112,400 円 117,400 円

2,900 円

　令和12年度の保険料水準の統一に向けて、標準保険料率に基づく賦課割合に近づけるために、標準保険料率と朝来市の賦課割合の差
を令和12年度までの残り年数で除した割合分を近づけ、令和12年度に標準保険料率に基づく賦課割合と一致させる。

賦課割合の見直しについて

１　賦課割合

２　１人当たり保険料額及び賦課割合

令和７年度 令和８年度

区分
R7

朝来市
賦課割合

所得割：世帯の被保険者の所得に応じて計算

均等割：世帯の被保険者数に応じて計算

平等割：１世帯にいくらと計算

R8標準保険料率に基づく賦課割合 朝来市と標準保
険料率との差

差／5年

賦課割合

49.0% 48.4%

34.1% 34.9%

16.9% 16.7%

１人当た
り保険料

額

59,900 円 60,800 円

24,300 円 25,000 円

28,200 円



議案第３号 

 

 

令和８年度朝来市国民健康保険税の賦課方法について 

 

  

 令和８年度朝来市国民健康保険税の賦課方法について、市長から諮問があったので、

これを審議し答申するものとする。 

 

 

  令和８年５月 28日提出 

 

 

 

朝来市国民健康保険運営協議会 

会長  北 垣 利 晃 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提案理由】 

  国民健康保険税の適正賦課を行うため、賦課割合を別紙２のとおり定めようとす

るものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別紙２ 

 

 

令和８年度朝来市国民健康保険税賦課割合（案） 

 

令和８年度 

応 能 割 応 益 割 

４８．４％ ５１．６％ 

所得割総額 均等割総額 平等割総額 

４８．４％ ３４．９％ １６．７％ 

    

 

 

 

 

令和７年度    

応 能 割 応 益 割 

４９．０％ ５１．０％ 

所得割総額 均等割総額 均等割総額 

４９．０％ ３４．１％ １６．９％ 

    

 



令和８年度 国民健康保険税の税率算定【概要】 
 

★令和７年度からの主な変更点（3点）★ 

 ・子ども子育て支援納付金分の追加 

   少子化対策の財源として令和 8年度より徴収され、児童手当の拡充や妊婦のための支援給

付など、子ども・子育て支援法で定められた取り組みに充てられます。 

 ・賦課限度額の引き上げ 

   国保の安定的な運営を図るため、医療費増大に合わせ高所得者の負担上限である基礎課税

額分の賦課限度額が 66 万円から 67 万円に引き上げられます。 

 ・所得が少ない世帯に対する軽減対象が拡大 

   国保税の均等割・平等割には、世帯の所得に応じて 2割・5割・7 割の軽減がありますが下 

記の通り変更となり、軽減対象世帯が拡大されます。 

【7割軽減対象世帯】  43 万円＋10 万円×（給与所得者数の数－1）※変更なし 

【5割軽減対象世帯】 43 万円＋31 万円×被保険者数＋10 万円×（給与所得者数の数－1） 

【2割軽減対象世帯】 43 万円＋57 万円×被保険者数＋10 万円×（給与所得者数の数－1） 

 

１ 賦課割合 

  令和８年度の賦課割合は、令和 12 年度の保険料水準を県統一に向けて段階的に水準保険料率

に近づけるため、以下の賦課割合による税率算定を行いました。 

応 能 割 48.4％ 所 得 割 48.4％ △0.6% 令和 7年度賦課割合 所得割 49.0％ 

応 益 割 51.6％ 均 等 割 34.9％ 0.8％ 令和 7年度賦課割合 均等割 34.1％ 

平 等 割 16.7％ △0.2％ 令和 7年度賦課割合 平等割 16.9％ 

 

２ 国民健康保険の加入状況、賦課基準額 

  令和 8年度の傾向として、被保険者数は 3.9％減少傾向ですが、所得割の税率に影響する賦

課基準額は、前年度の増加同様に今年度も 4.5％増加しています。増加要因としては、営業所

得者の収入は減少傾向がみられたものの、給与所得者の収入の増加傾向がみられました。ま

た、物価高騰による高齢者の生活費の確保のため就労等が収入増加の要因の一つとして考えら

れます。 

 

３ 令和８年度国民健康保険税税率（案）※資料 5P に前年度比較表あり 

 基礎課税額分 

(医療給付費) 

後期高齢者支援金分 子ども・子育て

支援納付金分 

小計 介護納付金分 

所 得 割 6.2％ 2.5％ 0.3％ 9.0％ 2.2％ 

均 等 割 26,800 円 11,000 円 1,294 円 39,094 円 12,400 円 

平 等 割 18,600 円 7,600 円 800 円 27,000 円 6,900 円 

限 度 額  670,000 円 260,000 円 30,000 円 960,000 円 170,000 円 

① 令和 8年度から追加の「子ども・子育て支援納付金分」は、県が各市町に対して示した数値 

を使用し算定。②均等割では、18 歳未満の国保加入者(322 人)分を 18 歳以上の国保加入者

(4,751 人)が負担するため、18 歳未満の１人当たり均等割り額 87 円を 18 歳以上世代が負担す

る形で算定。（1,294 円＋87 円＝1,381 円）※資料 3P 

 

４ まとめ 

   令和８年度税率（案）は、前年度と比較し均等割が引き上げ、所得割と平等割が引き下げ

られました。全体でみると減額傾向となります。これは令和 7年度と同じ傾向となっていま

す。前年度と同額の所得額であれば、所得割税額は下がり、世帯あたりの平等割税額も下が

ります。また、世帯被保険者人数の増減が税額の増減に影響します。 



令和８年度　国民健康保険税　税率算定資料

令和８年５月２８日



　国民健康保険税の賦課にあたっては、応能原則（負担能力に応じた割合：所得割）と、応益原則（受益に応じた割合：

被保険者均等割、世帯平等割）の２つの原則を用いることとされています。

　令和８年度は応能割４８．４：応益割５１．６（均等割３４．９、平等割１６．７）により税率算定を行っています。

１．概　況
　基礎課税額分、後期高齢者支援金分および子ども・子育て支援納付金分は同じ課税客体になります。

　被保険者の状況を前年度と比較すると、加入世帯数は８４世帯（２．３％）減少、被保険者数は２０６人（３．９％）減少

しています。 一世帯当たりの被保険者数は０．０２人減の１．４５人です。

　賦課基準額は、１２９，１１９千円（４．５％）増加しており、一人当たりは４７千円（８．６％）増加、一世帯当たりは

５６千円（６．９％）増加しています。

　均等割・平等割の軽減該当の状況は、軽減割合別でみると、２割軽減は８１人・３９世帯減少、

５割軽減は１３８人・５９世帯減少、７割軽減は３５人・３１世帯減少しています。

　限度額超過世帯数は、基礎課税額分は６世帯増加、後期高齢者支援金分は７世帯増加しています。

令和８年度　国民健康保険税の税率算定について

１．賦課割合について

（表１）　令和８年度国保税賦課割合

応能割 48.4% 所得割 48.4% △0.6% 　前年度賦課割合　所得割49.0%

応益割 51.6%

均等割 34.9% 0.8% 　前年度賦課割合　均等割34.1%

平等割 16.7% △0.2% 　前年度賦課割合　平等割16.9%

（表２）　令和８年度と前年度の比較（税率算定時）
比　　　　　　　　較

令和８年度 令和７年度
①－② 増減率

① ②

加入世帯数 （世帯） 3,492 （世帯） 3,576 （世帯） △ 84 （世帯） △ 2.3 ％

被保険者数 （人） 5,073 （人） 5,279 （人） △ 206 （人） △ 3.9 ％

一世帯当たり被保険者数 （人） 1.45 （人） 1.47 （人） △ 0.02 （人） △ 1.4 ％

賦課基準額 （千円） 3,023,074 （千円） 2,893,954 （千円） 129,119 （千円） 4.5 ％

一人当たり賦課基準額 （千円） 595 （千円） 548 （千円） 47 （千円） 8.6 ％

一世帯当たり賦課基準額 （千円） 865 （千円） 809 （千円） 56 （千円） 6.9 ％

均等割
２割軽減 673 人 13.3 ％ 754 人 14.2 ％ △ 81 人

５割軽減 868 人 17.1 ％

1,154 人 22.7 ％

％ △ 138 人 △ 13.7 ％

△ 10.7 ％

19.11,006 人

の
計 2,695 人 53.1 ％

軽 減 該 当

12.0世帯

（人数・割合）
７割軽減

△ 8.6 ％

△ 2.9 ％1,189 人 22.5 ％ △ 35 人

％ △ 254 人55.92,949 人

世帯453 世帯 ％

状 況
５割軽減 539 世帯 15.4 ％

平等割
％２割軽減 414

％ △ 5916.7598 世帯

12.7 △ 39

世帯 △ 9.9 ％

△ 8.6 ％

７割軽減 914 世帯 26.2 ％ 945 世帯 26.4 ％ △ 31 世帯 △ 3.3 ％

計 1,867 世帯 53.5 ％ 1,996 世帯 55.8 ％ △ 129 世帯 △ 6.5 ％

基礎課税額（医療給付費）分 29 （世帯） 23

（世帯数・割合）

（世帯） 6 （世帯） 26.1 ％

子ども・子育て支援納付金課税分 0 （世帯） 0 （世帯） 0 （世帯） #DIV/0! ％

7

２．基礎課税額（医療給付費）分、後期高齢者支援金分および子ども・子育て支援納付金分

（世帯） 29.2 ％
限度額超過

世帯数
後期高齢者支援金分 31 （世帯） 24 （世帯）

2



２．税率の算定

【基礎課税額（医療給付費）分】

（３）税率案

●賦課総額について

●税率（案）について

＝

÷

≒

＝

÷

≒

＝

÷

≒

【後期高齢者支援金分】

（３）税率案

●賦課総額について

●税率（案）について

＝

÷

≒

＝

÷

≒

＝

÷

≒

（１）一人当たりの必要税額 ： ６０，８００円 （前年度５９，９００円）　（前年比：＋９００円）　

（２）賦課限度額　： ６７０，０００円 （前年度６６０，０００円）　（前年比：＋１０，０００円）

一人当たり必要 被保険者数 世帯数 賦　課　額 軽減均等割額 軽減平等割額 限度超過額等 賦　課　総　額

税額 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ（Ａ×Ｂ） Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）

60,800 円 5,073 人 3,492 世帯 308,438,400 円 36,887,520 円 17,354,265 円 27,925,275 円 390,605,460 円

賦課割合 算　　　　出　　　　方　　　　法
令和８年度

令和７年度 比　較 対　比
税率（案）

応能割 所得割 48.4%

390,605,460 円　× 48.4% 189,053,042

6.2% 6.9% 89.9%3,023,073,661 △ 0.7

0.06253 ﾎﾟｲﾝﾄ

均等割 34.9%

390,605,460 円　× 34.9%

平等割 16.7%

390,605,460 円　× 16.7%

101.5%5,073

26,871 円 円 円

18,680 円 円 円

136,321,305

26,800 26,400 400

（２）賦課限度額　： ２６０，０００円 （前年度２６０，０００円）　（前年比：＋０円）

65,231,111

18,600 19,300 △ 700 96.4%3,492

応益割

一人当たり必要 被保険者数 世帯数 賦　課　額 軽減均等割額

（１）一人当たりの必要税額 ： ２５，０００円 （前年度２４，３００円）　（前年比：＋７００円）　

賦　課　総　額

税額 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ（Ａ×Ｂ） Ｆ Ｇ

軽減平等割額 限度超過額等

世帯 126,825,000 円 15,140,400

Ｅ

円 11,512,704 円 160,569,094

Ｈ（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）

25,000 円 5,073 人 3,492 円

賦課割合 算　　　　出　　　　方　　　　法
令和８年度

令和７年度 比　較 対　比
税率（案）

円 7,090,990

応能割 所得割 48.4%

160,569,094 円　× 48.4% 77,715,441

2.5% 2.8% 89.3%3,023,073,661 △ 0.3

0.02570 ﾎﾟｲﾝﾄ

均等割 34.9%

160,569,094 円　× 34.9%

平等割 16.7%

160,569,094 円　× 16.7%

102.8%5,073

11,046 円 円 円

7,678 円 円 円

56,038,613

11,000 10,700 300

26,815,038

7,600 7,800 △ 200 97.4%3,492

応益割

3



【子ども・子育て支援納付金分】

（３）税率案

●賦課総額について

●税率（案）について

＝

÷

≒

＝

÷

≒

＝

人 ÷

人 ≒

＝

＝

÷

≒

1,294均
等
割

①

18歳以
上が
負担す
る額

②

①+②
の合計

（２）賦課限度額　： ３０，０００円 （前年度　０円）　（前年比：＋３０，０００円）

一人当たり必要 被保険者数 世帯数 賦　課　額 軽減均等割額

（１）一人当たりの必要税額 ： ２，９００円 （前年度　０円）　（前年比：＋２，９００円）　

賦　課　総　額

税額 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ（Ａ×Ｂ） Ｆ Ｇ

軽減平等割額 限度超過額等

世帯 14,711,700 円 1,700,000

Ｅ

円 1,500,000 円 18,811,700

Ｈ（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）

2,900 円 5,073 人 3,492 円

賦課割合 算　　　　出　　　　方　　　　法
令和８年度

令和７年度 比　較 対　比
税率（案）

円 900,000

#DIV/0!3,023,073,661 0.3

0.00301 ﾎﾟｲﾝﾄ

応能割 所得割 48.4%

18,811,700 円　×

0.0%

円 円

9,104,862

0.3%

円 円 円

円

円

3,492

899

応益割
322

円　+1,294

円　×

1,381
円 円

円

4,751

87

1,381

3,141,553

#DIV/0!

#DIV/0!

円 円 円

18,811,700 円　× 34.9% 6,565,283

5,073

平等割

18,811,700 円　× 16.7%

#DIV/0!

800 0 800
#DIV/0!

1,294

87 0 87

1,381

18歳以上

18歳未満

4,751

0

34.9%

16.7%

322

1,294 0
1,294

416,668

48.4%

87

4



１．概　況

　被保険者の状況を前年度と比較すると、加入世帯数は２２世帯（１．６％）減少、被保険者数は１３人（０．８％）減少

しています。一世帯当たりの被保険者数は０．０1人減の１．１５人です。

　賦課基準額は、６0，７４２千円（５．３％）増加しており、一人当たりは３３千円（４．５％）増加、一世帯当たりは

３１千円（３．６％）増加しています。

　均等割・平等割の軽減該当の状況は、割合別でみると、２割軽減は４人・９世帯増加、５割軽減は１人・２世帯増加、

７割軽減は２０人・２０世帯減少しています。

　限度額超過世帯数は、６世帯増加しています。

２．税率の算定

（３）税率案

●賦課総額について

●税率（案）について

＝

÷

≒

＝

÷

≒

＝

÷

≒

（１）一人当たりの必要税額 ： ２８，７００円 （前年度２８，２００円）　（前年比：＋５００円）

（２）賦課限度額　： １７０，０００円 （前年度１７０，０００円）　（前年比：＋０円）

3,539,810

7.0

世帯

世帯

人

人

人

世帯9

％ 2

665 世帯 49.8

％

％

△ 20

129

％ △ 20

％ △ 15

△ 5.4

人 2.5

0.5

△ 4.9

△ 1.9

令和７年度

加入世帯数 （世帯）

被保険者数 （人） 1,556 （人）1,569 （人）

（世帯）1,358 （世帯） 1,336

３．介 護 納 付 金 分

比　　　　　　　　較

令和８年度
①－②

②①
増減率

0.8 ％

22 （世帯） 1.6 ％

（人）

（人） ％△ 0.9

13

△ 0.01一世帯当たり被保険者数 （人） 1.16 （人）1.15 （人）

5.3 ％

％

賦課基準額 （千円） 1,145,877 （千円）1,206,619 （千円）

％

一世帯当たり賦課基準額 （千円） 857 （千円）888

一人当たり賦課基準額 （千円） （千円）

31

（千円）

％166 ％人 10.6

736 （千円）

60,742

（千円） 4.5

（千円） 3.6（千円）

4

33

人 13.2

769

1
均等割

２割軽減 162 人 10.4

％

人 24.9

％

軽 減 該 当
５割軽減 206 人 13.2 ％207

平等割
２割軽減

％

（人数・割合）
７割軽減 411 人 26.4 ％391

世帯 12.4

％

の
計 779 人 50.1 ％764

％

％

％

世帯 27.6

世帯 ％

世帯 9.7 ％

（世帯）

10.2

％世帯

人 48.7

138 ％

169 12.4

％

25.0

656

6

計
（世帯数・割合）

７割軽減 369

（世帯）限度額超過世帯数

25.6

（表３）　令和８年度と前年度の比較（税率算定時）

△ 9 世帯 △ 1.4 ％

世帯

状 況
５割軽減 167

賦　課　額

％（世帯）

1.2

349 世帯 ％

24 （世帯）

48.3

円

30

一人当たり必要 被保険者数

28,700

2.3% 95.7%

ﾎﾟｲﾝﾄ

Ｄ（Ａ×Ｂ）

世帯数

5,088,960円 円 56,118,230

限度超過額等 賦　課　総　額

Ｈ（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）

円

ＧＦ

円 1,569 人

円　× 48.4% 27,161,223

円1,358 世帯 45,030,300

1,206,618,966

0.02251

賦課割合

所得割 48.4%

56,118,230

均等割

34.9% 19,585,262

103.3%1,569

12,482

34.9%

56,118,230 円　×

円　× 16.7% 9,371,744

100.0%1,358

6,901

平等割 16.7%

56,118,230

△ 0.12.2%

円円

軽減均等割額 軽減平等割額

2,459,160

0

400

6,900

12,00012,400

6,900

円
応益割

応能割

対　比比　較令和７年度令和８年度算　　　　出　　　　方　　　　法

円 円 円

ＥＣＢＡ税額
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（資料１）

◎税率の比較

％

円

円

円

円

19,300

660,000

800

30,000

令和７年度

39,094

限 度 額

％

円均 等 割

平 等 割 6,500 円

所 得 割

26,800

18,600

670,000

1,294

令和８年度国民健康保険税税率（案）について

（参考） Ｒ１２目標

円

9.0

【 小 計 】

所 得 割

均 等 割

平 等 割

限 度 額

【 介 護 納 付 金 分 】

所 得 割

均 等 割

平 等 割

限 度 額

令和７年度 比　　較

円

円

6.9

26,400

（参考） Ｒ１２目標

所 得 割

均 等 割

平 等 割

限 度 額

【 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 金 分 】

6.2 ％

【基礎課税額（医療給付費）分】 令和８年度（案）

ﾎﾟｲﾝﾄ

円

円

円

△ 0.7

400

△ 700

10,000

円

円

円

27,000

960,000

2.2

12,400

6,900

円

円

令和７年度

％

円

円

円

170,000

令和８年度（案）

0.3

令和８年度（案）

0

％

円

円

円

％

円

円

円

ﾎﾟｲﾝﾄ

1,994

円

ﾎﾟｲﾝﾄ

2.1

（参考） Ｒ１２目標

％

43,700 円

26,400

0

0

円

円

13,600

令和８年度（案） 令和７年度

2.3

12,000

△ 0.7

％

920,000

％

円

円

円

9.7

37,100

27,100

0

円

円

8.8

1,294

800

30,000

比　　較

円

円

170,000

％

円

円

円

△ 0.1

400

0

0

6,900

5.9 ％

円

1,400 円

比　　較

0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ

（参考） Ｒ１２目標

△ 100

40,000

比　　較

29,300 円

17,700 円

0.5 ％

2,400

【 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 】 令和８年度（案） 令和７年度 比　　較 （参考） Ｒ１２目標

所 得 割 2.5 ％ 2.8 ％ △ 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ 2.4 ％

均 等 割 11,000 円 10,700 円 300 円 12,000 円

円

平 等 割 7,600 円 7,800 円 △ 200 円 7,300 円

限 度 額 260,000 円 260,000 円 0

6



◎軽減判定基準額

◎軽減措置額の状況（均等割額及び平等割額のみの状況） （単位：円）

200

947

1,326 19,700

100

1,400

1,00032,100

19,200

379

15,100

9,400

5,600

51,300

32,000

30015,400

9,600

5,700

52,700

33,000

9,650

3,860 3,780

9,450

13,230

12,840

9,080

22,700

31,780

33,047

13,219

1,047

1,466

13,510

22,700

13,600

△ 60

△ 150

△ 210

9,140

22,850

31,990

419

△ 100

36,500

22,800

13,700

△ 200

△ 100

36,300

600

419

1,047

1,466

0

0

0

12,950 70

△ 300

△ 300

1,600

1,000

600

0

0

0

1,600

1,000

1,894

1,894

2,094

2,094

2,094

△ 300

18,900

18,900

18,900

400

400

400

66,094

66,094

19,300

19,300

2,094

45,400

45,400

64,200

64,200

64,200

0

0

0

66,094

2,094

2,094

軽減前税額（均等割額＋平等割額） 軽減額

７年度

７割

７年度 比較 ８年度

45,700

８年度

45,700

45,700

令和７年度

43万円
＋10万円×（給与所得者等の数－1）

43万円
＋10万円×（給与所得者等の数－1）

軽減後税額

45,400

比較 ８年度 ７年度

２割軽減
基準額

５割軽減
基準額

※

※

給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等に係る所得を有する者

43万円＋57万円×被保険者数
＋10万円×（給与所得者等の数－１）

被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した者を含む

43万円＋30.5万円×被保険者数
＋10万円×（給与所得者等の数－１）

43万円＋56万円×被保険者数
＋10万円×（給与所得者等の数－１）

令和８年度

43万円＋31万円×被保険者数
＋10万円×（給与所得者等の数－１）

区分

７割軽減
基準額

比較

5001,894 46,266 44,940

２割 80

200

280

２割

19,300

７割

２割

介護納付金
分

基礎課税額
（医療給付費）

分

子ども・子育
て支援納付金

分

５割

７割

５割

２割

７割

【　小　計　】 ５割

５割

後期高齢者
支援金分

７割 18,600 18,500 100 13,020 5,500 5,500 0

５割 18,600 18,500 100 9,300 9,250 50 9,300 9,200 100

２割 18,600 18,500 100 3,720 3,700 20 14,800 14,800 0
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（資料２）

　令和４年度から、子育て世帯の経済的負担の軽減を目的とし、国民健康保険に加入している全世帯の未就学児(※）の

均等割額の５割が減額となります。

　所得に係る軽減（７割・５割・２割）がすでに適用されている世帯では、軽減後の均等割額の５割を減額します。たとえば、

７割軽減世帯の未就学児の均等割額は、残りの３割の半分を減額することから、軽減割合は８．５割となります。

　※未就学児…６歳に達する日以後最初の３月３１日以前である被保険者

◎未就学児の均等割額

　令和８年度（案）の税率を用いた未就学児１人に係る均等割額

※実際の税額は１００円未満切捨ての端数処理を行います。

円

円

後期高齢者支援金分 11,000 円 4,400 円２割軽減世帯

基礎課税額分 26,800 円

６　割

10,720

計 37,800 円 15,120

円

円

後期高齢者支援金分 11,000 円 2,750 円５割軽減世帯

基礎課税額分 26,800 円

７．５割

6,700

計 37,800 円 9,450

円

円

後期高齢者支援金分 11,000 円 1,650 円８．５割

4,020

計 37,800 円 5,670

計 37,800

７割軽減世帯

基礎課税額分 26,800 円

5,500 円

円

13,400 円

後期高齢者支援金分 11,000 円

基礎課税額分 26,800

子ども（未就学児）に係る均等割額の軽減について

軽減前税額 軽減割合 軽減後税額

所得に係る軽減のない世帯

円 18,900

円

５　割
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【税率】

　　【７割軽減】令和８年度（案）

1,000 円円

　　【７割軽減】令和７年度据置

円

0

【税額計算例】　　※子育て支援納付金均等割は、1,294円+87円（18歳以上の１人当たり均等割額） です。

430,000

円0

円

円

△ 80 円 △ 30

8,800 21,600

27,100

円 191,500 円円 186,700 円 136,300ｆ 128,400 円 6,200 円 055,200 円52,100 円

円

ｅ △ 40 円 △ 70 円 △ 190 △ 120 円円

△ 21,072 円 △ 14,420 円

0 円

円

円

0 円 27,100

円 △ 40

△ 20,260△ 5,840 円

△ 80

ｄ △ 14,440 円 △ 712 円

平等割

△ 5,920 円

7,600 円

52,800 円 74,200 円

③ 18,600 円 800 円 円

0 円 110,580 円

② 53,600 円 2,762 円 78,362

円 円

① 70,680 円 3,420 円 102,600 円

1,140,000 円課税基準額（ａ－ｂ） 1,140,000 円 円 1,140,000 円

430,000円 円 円

1,140,000 円 1,140,000 円

ｂ 430,000 円 430,000 円430,000 円

ａ 1,570,000 円 1,570,000 円1,570,000

ｆ 74,500 円 30,300

基礎課税額（医療給付費）

108,400 円保険税額

例３）　２割軽減の世帯
２ 人 世 帯

110,700 円

円

78,800 円 31,900 円

円 △ 90△ 60

△ 50,650 円

円 △ 30 円

△ 14,600円 △ 36,050 0 円円△ 36,100 円 △ 14,800 円 △ 52,681 円△ 1,781 円

7,800 円18,600 円 7,600 円 27,000 円800 円

21,400 円 74,200 円

27,100 円

0 円

0 円

60,140円 円

② 53,600 円 22,000 円 78,362 円

円

① 38,440 円 15,500 円 55,800 17,360 円

ｃ 620,000 円 620,000 円課税基準額（ａ－ｂ）

所得額 1,050,000 円

ｂ 430,000 円 430,000 円基礎控除

令和８年度（案） 　　【５割軽減】

円

円 430,000

1,050,000 円

円

ｆ 21,600

基礎課税額（医療給付費） 後期高齢者支援金

２ 人 世 帯

区　　　分

円

例２）　５割軽減の世帯

31,400 円 円 8,700 円 30,300 円

円 △ 60 0 円

0 円

円

ｅ △ 60 円 △ 69 円 △ 209 円 △ 90 円

円 △ 50,470 円 △ 20,440 円 △ 70,9100 円

円

ｄ △ 50,540 円 △ 2,493 円 △ 73,753７割軽減額〔(②＋③)×0.7〕 円△ 20,720

③ 18,600 円 800 円 27,000円

均等割（Ｂ×２人）

円19,300 0 円

円

0

平等割

円 52,80022,000 円

7,600

74,2002,762 円 78,362

円 円 7,800

円21,400 円

0 円円

円 円

円0 円 0所得割（ｃ×所得割税率）

② 53,600 円

① 0 円

ｃ 0 円 0課税基準額（ａ－ｂ） 0 円

円

円 円ｂ 430,000 円 430,000 円430,000

27,000円

430,000所得額

子育て支援納付金

7,600 円 80018,600

後期高齢者支援金

39,094 円B　均等割 円

％

後期高齢者支援金

2.5 ％

基礎課税額（医療給付費）

円

円

37,10010,700 円

7,800 円

円

円

子育て支援納付金

19,300 円 円

0

0

430,000

円

基礎課税額（医療給付費）

円

0円 0 0

430,000

27,100

円

基礎＋後期+子育て

円

ｃ

円円 430,000 円

円

後期高齢者支援金基礎課税額（医療給付費）

円 円 430,000

円

430,000

430,000

円

基礎＋後期+子育て

円

　　【５割軽減】

差　　額

1,050,000

令和７年度据置
基礎＋後期+子育て 基礎課税額（医療給付費） 後期高齢者支援金

1,050,000 円

円

円円 430,000 円

円

円

円

-100

例１）　７割軽減の世帯

C　平等割 円

1,294

子育て支援納付金

1,050,000 円

△ 4,800 円

端数調整額

保険税額

２割軽減額〔(②＋③)×0.2〕

27,000 円 19,300 円

0

平等割

所得割（ｃ×所得割税率）

均等割（Ｂ×２人）

基礎課税額（医療給付費） 子育て支援納付金

19,300

△ 40

430,000

78,660

円

円

令和７年度据置

1,570,000

円 0

円

1,570,000 円 円

0 円 △ 81

円

令和８年度（案） 　　【２割軽減】

円

ｅ 端数調整額

５割軽減額〔(②＋③)×0.5〕

△ 41 円円

ａ

430,000 円

〔２人世帯（18歳以上）を想定〕

△ 2,300

0 円 0

所得割（ｃ×所得割税率）

均等割（Ｂ×２人）

1,100

△ 0.7

1,994円

9.00.3

子育て支援納付金 基礎＋後期+子育て 基礎課税額（医療給付費） 後期高齢者支援金

9.7 ％0.0

ａ 430,000

％Ａ　所得割 ％6.2

26,800

％

円

6.9 ％

基礎控除

011,000 円

基礎＋後期+子育て

円

円

２ 人 世 帯

区　　　分

保険税額

端数調整額

所得額

基礎控除

③

ｄ

ﾎﾟｲﾝﾄ

円 26,400

令和８年度（案）
子育て支援納付金 基礎＋後期+子育て

比較
令和７年度

2.8％

620,000 円

1,860 円 0

2,762 円

620,000 円 620,000

円 42,780 円

52,800 円

円

円3,600 円

子育て支援納付金

1,050,000 円

430,000 円

620,000 円

　　【２割軽減】
後期高齢者支援金

差　　額

子育て支援納付金 基礎＋後期+子育て区　　　分 後期高齢者支援金基礎＋後期+子育て

0 円

0

28,500 円

22,000 円

31,920 円

21,400

1,570,000 円

430,000 円

1,140,000

円

円

円

円

7,800 円

差　　額

△ 80 円

（資料３）　令和８年度国民健康保険税（基礎課税額分、後期高齢者支援金分および子育て支援納付金分）計算例
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５割軽減に該当（65歳以上の公的年金所得からは15万円差し引いた額で軽減判定）

例４）　給与所得者の世帯

ｆ

円 27,100

円 74,200

2,430,000 円

円

77,600

△ 50

円 △ 36,050 円

円 3,700 円

円△ 80

112,800 円 82,200

円

円 115,500 円円 0

△ 60 円

33,300 円

円

0ｅ △ 40 円 △ 91 円 △ 181 円 円 △ 140

ｄ △ 36,100 円 △ 1,781 円 △ 52,681△ 14,800

円

0 円 △ 50,650△ 14,600 円

円

27,100

52,800 円

円

円 74,200

19,300 円 0

円

円

46,230

18,600 円 800 円 27,000 円7,600

670,000 円

64,990

② 53,600 円 2,762 円 78,362

円

円41,540 円 2,010 円 60,300 円 0 円

430,000 円 円

670,000 円 670,000 円 円

1,100,000 円 円

430,000 円 430,000 円 円

1,100,000 円 1,100,000 円

例６）　公的年金受給者の世帯（６５歳以上）

基礎課税額（医療給付費） 子育て支援納付金

円

令和７年度据置

0

令和８年度（案）

253,500

基礎＋後期+子育て

円

子育て支援納付金

180,400

△ 7,000 円

円

円246,500

△ 30

0

基礎＋後期+子育て 基礎課税額（医療給付費）

円

73,100 円

【５割軽減】　　

円 円8,200 円68,800 円

0

△ 162ｅ △ 40 円 △ 72 円△ 90円円 円 △ 60

53,600 円 2,762 円

19,300 円27,000

22,000

7,600

円

52,800 円 0 円

18,600 円 800 円円 円

97,340 円 4,710 円 円

78,362 円

152,2900

円

141,300 円 108,330

円 1,570,000 円円 1,570,000

円

円 860,000 円

円ｃ 1,570,000 円 1,570,000 円課税基準額（ａ－ｂ）

円

円円 860,000

円

基礎控除

所得額 円 2,430,000

円

基礎＋後期+子育て

例５）　事業所得者の世帯

円 2,430,0002,430,000ａ

ｂ

△ 5,000

２ 人 世 帯

区　　　分 基礎課税額（医療給付費） 子育て支援納付金 子育て支援納付金後期高齢者支援金

令和８年度（案）

円

0 円ｆ 130,300 円 6,300 189,500

2,430,000

円

△ 10 円 0 円 △ 30 円

138,400 円

円 0 円 △ 20,260 円

△ 20 円

円

194,500

円 △ 14,420

27,000

ｅ 0 円 △ 60 円

円 19,300

ｄ △ 14,440 円 △ 712 円 △ 21,072△ 5,920 円

円 0 円 74,200 円

円27,100円 0

円円 52,800

105,300

③ 18,600 円 800 円

円 80,730

② 53,600 円 2,762 円 78,36222,000

円

1,170,000 円 1,170,000 円円

32,760 円円 0

2,030,000 円

72,540 円 3,510 円

1,170,000 円 1,170,000 円 円

円 860,000 円

1,170,000

円 円860,000860,000 円

基礎課税額（医療給付費） 子育て支援納付金

1,170,000

860,000

基礎＋後期+子育て

平等割

均等割（Ｂ×２人）

所得割（ｃ×所得割税率）

円

令和８年度（案）

端数調整額

保険税額

円

860,000 円 860,000 円

円

【軽減非該当】

円

①

③

②

端数調整額

ｄ

ｆ

軽減非該当

③

0

所得額

基礎控除

課税基準額（ａ－ｂ）

所得割（ｃ×所得割税率）

ａ

ｂ

ｃ

①

均等割（Ｂ×２人）

平等割

５割軽減額〔(②＋③)×0.5〕

端数調整額

保険税額

円

7,800 円

円

円

円

円

△ 2,700 円

円

円113,490

ａ 2,030,000

子育て支援納付金 基礎＋後期+子育て後期高齢者支援金

2,030,000 円円 2,030,000 円

ｂ

①

1,570,000

課税基準額（ａ－ｂ）

所得割（ｃ×所得割税率）

860,000

29,250 円

円 860,000

※

均等割（Ｂ×２人）

平等割

２割軽減額〔(②＋③)×0.2〕

円

令和７年度据置

　　　 世帯主：給与収入２４０万円（給与所得１６０万円）　配偶者：給与収入１０８万円（給与所得４３万円）

　　　 世帯主：事業所得２００万円　配偶者：給与収入１０８万円（給与所得４３万円）

区　　　分

２ 人 世 帯

円

所得額

基礎控除

ｃ

円

△ 90

△ 50 円

後期高齢者支援金

2,430,000

円

後期高齢者支援金

　　　 世帯主：年金収入２２０万円（年金所得１１０万円）　配偶者：年金収入１１０万円（年金所得０円）

区　　　分

保険税額

後期高齢者支援金

円

２ 人 世 帯

169,500 円

31,500 円

22,000 円

円

円430,000

670,000 円

16,750

430,000 円

670,000

430,000 円

670,000 円

差　　額

円

18,760 円

21,400

円1,100,000 1,100,000 円1,100,000

円

基礎＋後期+子育て 基礎課税額（医療給付費）

円 43,960

円

円

21,400

860,000

【２割軽減】 令和７年度据置

52,900 円

後期高齢者支援金

860,000 円

△ 30

基礎課税額（医療給付費）

円

2,030,000 円

7,800

1,570,000 円

39,250

円

円

円

21,400

△ 5,840

【２割軽減】

7,800 円7,600

円円 2,030,000

【５割軽減】　　

差　　額

差　　額

円

【軽減非該当】

56,100

円

円
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【税率】

【税額計算例】

例４）　給与所得者の世帯

差　　額 △ 800 円

ｆ 保険税額 66,200 円 67,000 円

ｅ 端数調整額 △ 40 円 △ 10 円

ｄ

③ 平等割 6,900 円 6,900 円

② 均等割（Ｂ×２人） 24,800 円 24,000 円

① 所得割（ｃ×所得割税率） 34,540 円 36,110 円

ｃ 課税基準額（ａ－ｂ） 1,570,000 円 1,570,000 円

ｂ 基礎控除 860,000 円 860,000 円

令和７年度据置

【軽減非該当】 【軽減非該当】

ａ 所得額 2,430,000 円 2,430,000 円

２　人　世　帯

差　　額 △ 500 円

ｆ 保険税額 51,100 円 51,600 円

ｅ 端数調整額 0 円 △ 30 円

ｄ ２割軽減額〔(②＋③)×0.2〕 △ 6,340 円 △ 6,180 円

円

平等割 6,900 円 6,900 円③

② 均等割（Ｂ×２人） 24,800 円 24,000

① 所得割（ｃ×所得割税率） 25,740 円 26,910 円

ｃ 課税基準額（ａ－ｂ） 1,170,000 円 1,170,000 円

ｂ 基礎控除 860,000 円 860,000 円

ａ 所得額 2,030,000 円 2,030,000 円

令和８年度（案）

差　　額 △ 500 円

令和８年度（案） 令和７年度据置
２　人　世　帯

【２割軽減】 【２割軽減】

例５）　事業所得者の世帯

ｆ 保険税額 50,400 円 50,900 円

ｅ 端数調整額 △ 40 円 △ 40 円

円ｄ ２割軽減額〔(②＋③)×0.2〕 △ 6,340 円 △ 6,180

平等割 6,900 円 6,900 円③

② 均等割（Ｂ×２人） 24,800 円 24,000 円

26,220 円① 所得割（ｃ×所得割税率） 25,080 円

ｃ 課税基準額（ａ－ｂ） 1,140,000 円 1,140,000 円

ｂ 基礎控除 430,000 円 430,000 円

ａ 所得額 1,570,000 円 1,570,000 円

円

令和８年度（案） 令和７年度据置
２　人　世　帯

保険税額 29,400 円 29,700 円

差　　額 300 円 差　　額 △ 300

円 ｅ 端数調整額 △ 90 円 △ 10 円

ｆ 保険税額 9,500 円 9,200 円 ｆ

５割軽減額〔(②＋③)×0.5〕 △ 15,850 円 △ 15,450 円

ｅ 端数調整額 △ 10 円 △ 70

円 6,900 円

ｄ ７割軽減額〔(②＋③)×0.7〕 △ 22,190 円 △ 21,630 円 ｄ

円 24,000 円

平等割 6,900 円 6,900 円 平等割 6,900

円 24,000 円 ② 均等割（Ｂ×２人） 24,800

所得割（ｃ×所得割税率） 13,640 円 14,260 円

③ ③

② 均等割（Ｂ×２人） 24,800

① ①所得割（ｃ×所得割税率） 0 円 0 円

ｃ 課税基準額（ａ－ｂ） 620,000 円 620,000 円ｃ 課税基準額（ａ－ｂ） 0 円 0 円

ｂ 基礎控除 430,000 円 430,000 円ｂ 基礎控除 430,000 円 430,000 円

ａ 所得額 1,050,000 円 1,050,000 円

円

２　人　世　帯

円

ａ 所得額 430,000 円 430,000

令和８年度（案）

C　平等割

円

0

400

令和８年度（案） 令和７年度据置

6,900 円 6,900

例１）　７割軽減の世帯 例２）　５割軽減の世帯

Ａ　所得割 2.2

12,000 円

％

12,400 円B　均等割

△ 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ

（資料４）　令和８年度国民健康保険税（介護納付金分）計算例

令和８年度（案） 令和７年度 比較

〔２人世帯（18歳以上）を想定〕

％ 2.3

【７割軽減】 【７割軽減】 【５割軽減】 【５割軽減】

【２割軽減】 【２割軽減】

２　人　世　帯

円

例３）　２割軽減の世帯

令和７年度据置
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